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ⅠⅠⅠⅠ    平成平成平成平成31313131 年度事業計画（総括）年度事業計画（総括）年度事業計画（総括）年度事業計画（総括）    
 

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

 札幌市は平成３０年３月に、一般廃棄物処理基本計画「新スリムシティさっぽろ計画」

を策定し、これまで行ってきた廃棄物の減量・リサイクルと適正処理の取組をさらに推し

進めている。 

 ついては、札幌市と連携しながら各事業を進めている当公社も、廃棄物の適正処理と減

量・リサイクルを着実に進めていくために、下記２のとおり、重点項目を定め、次の取組

を行っていく。 

 事業系ごみ収集運搬事業においては、収集量の変化に対応した収集体制の効率化を引き

続き進めるとともに、収集作業の適切な実施と顧客サービスの向上を図るため、関係各社

と連携した取組を行っていく。 

 資源化事業においては､平成１０年から稼動させた中沼、駒岡の資源選別センターの施設

の老朽化が進んでいることから、前年度に引き続き計画的な保全事業を実施し、安定的な

施設運営を行っていく。また、札幌市から管理運営を受託している施設も老朽化が進んで

いることを踏まえながら、札幌市と連携して適切な管理運営を行なっていく。 

 調査啓発事業においては、剪定枝チップの新たな有効活用方法等に関する調査研究を行

うとともに、顧客や市民に向けて、ごみの減量・リサイクルの重要性や公社の取組につい

て積極的な情報発信を行なう。 

 安定的な事業運営を行なっていくため、事業環境の変化や社会のニーズに対応しつつ、

事務・事業の見直しと経費の節減に努めていく。 

 

２２２２    重点項目重点項目重点項目重点項目    

（１）事業系ごみ収集運搬事業の効率化 

（２）施設の計画的な保全 

（３）剪定枝チップの新たな有効活用に関する研究 

（４）顧客や市民への積極的な情報発信と多様なニーズヘの対応 

（５）事務・事業の見直し及び経費の節減 
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ⅡⅡⅡⅡ 事業計画事業計画事業計画事業計画 
 

１１１１    調査啓発事業調査啓発事業調査啓発事業調査啓発事業                （予算額 50,385千円）    

■ 調査研究事業 

① 剪定枝チップの有効活用方法等に関する調査研究 

 平成 29 年度に実施した「剪定枝チップの需要に関する調査」において、新規購入

に意欲を示したバイオマス発電事業者と、今後の剪定枝チップの売買に関する協議を

進めている他、平成 30 年度は舗装業者に依頼して剪定枝チップを利用した舗装材サ

ンプルの製作を行った。  

引き続き、舗装材サンプルの製作を行い、試験的に路盤材として使用し、製品とし

ての性能を検証する。 

② 粉砕機ハンマーに関する調査研究 

ハンマーのライフサイクルの適正化と製造コストの削減を目的とした調査研究を平

成29年度から実施し、ハンマーの摩耗状況や処理能力について、従来品との違いを検

証している。 

引き続き、従前と形状や材質の違うハンマーを製作し、摩耗状況や処理能力に関す

る調査を実施する。 

 

 

■ 普及啓発活動 

資源循環型社会の実現に向けて、ごみ減量及びリサイクルの重要性について、広く

市民や顧客に対する普及・啓発に努めていく。 

① 広報活動 

・年度ごとの事業の実施状況等を報告するために「事業概要」を250部発行する。 

・びん・缶・ペットボトルリサイクルの普及啓発のため、児童向けの「キッズパン

フレット」を18,000部発行する。 

・札幌市内の小学校から、びん・缶・ペットボトルのリサイクル等に関する啓発ポ

スターを募集し、ごみ収集車の荷箱側面に掲載して「走る掲示板」として啓発活動

を行う。 

・ホームページ等を通じて、公社事業の最新情報を発信する。 

② イベントへの参加 

「環境広場さっぽろ2019」等の環境関連イベントに出展し、ごみ減量やリサイクル

等の普及啓発に努める。 

③ イベントへの協賛及び広告掲載等によるＰＲ 

「さっぽろこども環境コンテスト」等に協賛するとともに、雑誌等の各種広告媒体

を活用した普及啓発を行う。 
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２２２２    不燃用プリペイド袋リサ不燃用プリペイド袋リサ不燃用プリペイド袋リサ不燃用プリペイド袋リサイクル事業イクル事業イクル事業イクル事業    （予算額 60,405千円）    

本事業は、札幌市内の少量排出事業所から排出される不燃用プリペイド袋のごみの中か

ら、資源物を手選別しリサイクルを図る事業で、札幌市ごみ資源化工場敷地内において、

公社の自主事業として平成21年 4月から実施し、平成24年度からは、公益目的支出計画

の実施事業として行っている。 

それまで不燃用プリペイド袋で収集されるごみは、札幌市の処理場で埋立処分されてい

たが、これら不燃ごみの中のびん・缶・ペットボトル等の再生可能な資源物を選別するこ

とでリサイクルの推進と埋立地の延命化が図られている。 

選別した資源物は下表②のとおり、利用されている。 

平成31年度は下記により実施する。 

 

■ 処理計画 

  ① ごみ受入量  2,230ｔ/年（30年度計画：2,180ｔ/年） 

  ② 資源物の選別品目等 

    選別する資源物及び選別後の処理は、次のとおり。 

選 別 品 目 選別後の処理 

びん・缶・ペットボトル 
手選別施設で一括選別後、中沼資源選別センターに 

搬入し、リサイクル品目ごとに再選別 

そ の 他 金 属 

電     線 
金属再生事業者に売却 

軟質プラスチックなど ごみ資源化工場で固形燃料の原料としてリサイクル 

 

 （参考） 

 ごみ受入量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

2,255t 2,237t 2,260t 2,251t 2,230t 98.7%

※31年度計画値の算出根拠：公社事業系ごみ収集運搬事業搬入計画量による
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３３３３    資源化事業資源化事業資源化事業資源化事業    （予算額 1,153,996千円） 

 

３－１ 剪定枝等処理事業    （予算額 68,264千円） 

本事業は、これまで焼却や埋立処分されてきた剪定枝、伐採木などをチップ化してリサ

イクルを図る事業で、札幌市ごみ資源化工場の破砕施設を使用して、公社自主事業として

平成20年10月から実施している。 

搬入された剪定枝や伐採木などは、破砕処理等の工程を経て、大きさ 45㎜以下のチップ

に加工し、堆肥や木質燃料、畜舎の敷きわらなどに利用されている。 

平成31年度は下記により実施する。 

 

■ 処理計画 

   ① 剪定枝等受入量 7,500ｔ/年（30年度計画：7,000ｔ/年） 

 ② チップ生産量 7,000ｔ/年（30年度計画：6,500ｔ/年） 

 ③ チップ販売先 堆肥生産事業者、熱供給事業者等 

 ④ 受入する樹木    街路樹や公園、あるいは建設工事等から発生した剪定枝、

伐採木、抜根 

⑤ 受入条件      ・幹は直径 80㎝以内で、長さが２ｍ以内の剪定枝などの 

樹木 

               ・根は最大寸法（直径または長さ）１ｍ以内で、土を落と

したもの 

 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剪定枝等受入量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

7,614t 8,551t 8,550t 8,238t 7,500t 87.7%

※31年度計画値の算出根拠：年度により受入量に変動があることから、計画量は
　　　　　　　　　　　　（７.5千ｔ）としている

チップ生産量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

7,018t 6,767t 8,530t 7,438t 7,000t 82.1%

※31年度計画値の算出根拠：受入計画量に応じた生産見込量
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３－２ びん・缶・ペットボトル選別事業 （予算額 900,350千円） 

本事業は、札幌市が平成10年から開始した「びん・缶・ペットボトル」の分別収集に合

わせて、混合収集されたびん・缶・ペットボトルを種類毎に選別する事業で、中間処理施

設として、公社が東区中沼と南区駒岡の２ヶ所に建設した資源選別センターにおいて、平

成10年10月から実施している。 

家庭から排出されるびん・缶・ペットボトルの処理は札幌市からの受託事業として、事

業所から排出されるものの処理は公社の自主事業として実施している。また、不燃用プリ

ペイド袋リサイクル事業で選別されたびん・缶・ペットボトルも、中沼資源選別センター

で再選別を行い、再生利用の向上を図っている。 

搬入されたびん・缶・ペットボトルは国及び（公財）容器包装リサイクル協会が定める

分別基準により選別・圧縮・梱包等の処理を行い、再商品化事業者へ引渡し再生利用を図

っている。選別されたびんはびんやグラスウール等に、缶は自動車部品や鉄筋材等に、 

 ペットボトルは卵パックや繊維製品等に再商品化されている。 

なお、駒岡資源選別センターの手選別業務は、知的障がい者に雇用の場を提供するため

福祉団体に委託している。 

平成31年度は下記により実施する。 

 

   ■ 処理計画 

    ① 受入量   家庭系  33,800ｔ/年（ 95.6％）（30年度計画：32,800ｔ/年） 

             事業系   1,540ｔ/年（  4.4％）（30年度計画： 1,590ｔ/年） 

            計    35,340ｔ/年（100.0％）（30年度計画：34,390ｔ/年） 

    ② 受入量内訳 

 

 

 

 

 

 

          

     

 

 

 

中沼資源選別センター 駒岡資源選別センター 

家庭系  23,700ｔ/年 

事業系   1,100ｔ/年 

    計   24,800ｔ/年 

※事業系には、不燃用プリペイド袋から

選別された資源物を含む 

家庭系  10,100ｔ/年 

事業系    440ｔ/年 

    計   10,540ｔ/年 
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資源選別センター処理量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

35,457t 35,145t 35,403t 35,439t 35,340t 99.8%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画及び公社事業系ごみ収集運搬事業搬入計画量による

　  　　　　　　　　　　　



 

 
 

３－３ 施設管理受託事業    （予算額 157,787千円） 

札幌市から受託業務として、市有４箇所のリサイクル施設等の施設管理業務を、同市

のごみ処理計画及び運転・運搬計画等に基づき実施している。 

 

（１）ごみ資源化工場ほか施設管理事業    （予算額  74,412千円） 

札幌市は、事業系の木くず等の適正処理及び再資源化を図るため、平成２年３月に

ごみ資源化工場を建設し、全国に先駆けて事業系の木くず、紙くず等を利用して固形

燃料（ＲＤＦ）を生産している。なお、運転業務は市が業者に委託している。 

本事業は、札幌市からの受託業務として、搬入ごみの計量業務、手数料の徴収業務、

同市が別途発注している関連業務の管理等、ごみ資源化工場と篠路破砕工場等の施設

運営に関する総括管理等の業務を実施している。 

平成31年度は下記により実施する。 

 

   ■ 総括管理業務 

    ① 管理対象施設 

・ごみ資源化工場 

・貯留サイロ 

・篠路破砕工場及び破砕工場付帯施設 

    ② ごみ資源化工場処理計画 

      ・ご み 受 入 量   16,400ｔ/年（30年度計画：16,400ｔ/年） 

      ・固形燃料生産量   14,500ｔ/年（30年度計画：15,000ｔ/年） 

     ・固形燃料出荷量   14,500ｔ/年（30年度計画：15,000ｔ/年） 

   ③ 篠路破砕工場処理計画 

      ・ご み 受 入 量   12,300ｔ/年（30年度計画：13,100ｔ/年） 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源化工場ごみ受入量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

16,728t 16,129t 16,950t 16,602t 16,400t 96.8%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による

固形燃料生産量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

14,551t 13,846t 13,600t 13,999t 14,500t 106.6%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による

篠路破砕工場ごみ受入量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

13,920t 12,160t 14,100t 13,393t 12,300t 87.2%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による
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（２）中沼プラスチック選別センター施設管理事業 （予算額 37,061千円） 

札幌市は家庭系「容器包装プラスチック」の分別収集の開始に合わせて、平成12年に、

中間処理施設である中沼プラスチック選別センターを建設し、プラスチックの選別を行

っている。なお、運転業務は市が業者に委託している。 

容器包装プラスチックは、国及び（公財）容器包装リサイクル協会が定める分別基準

により、選別・圧縮・梱包等の処理を行い、同協会を通じて再商品化事業者に引き渡さ

れ、再生プラスチックや高炉還元剤などにリサイクルされている。 

本事業は、札幌市からの受託事業として、同市が別途発注している関連業務の管理を

含めた当センターの施設運営に関する総括管理等の業務を実施している。 

平成31年度は下記により実施する。 

 

■ 総括管理業務 

    ① 管理対象施設 

      中沼プラスチック選別センター 

② 処理計画 

      ⅰ）プラスチックごみ受入量  29,900ｔ／年（30年度計画：28,800ｔ/年） 

      ⅱ）圧縮梱包品引き渡し量   27,380ｔ／年（30年度計画：26,170ｔ/年） 

          

 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラスチックごみ受入量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

29,072t 29,262t 29,520t 29,285t 29,900t 101.3%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による

圧縮梱包品引き渡し量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

26,615t 26,735t 26,996t 26,782t 27,380t 101.4%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による
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（３）中沼雑がみ選別センター施設管理事業 （予算額  22,772千円） 

   札幌市は家庭系「雑がみ」の分別収集の開始に合わせて、平成21年に、旧建設系廃材

リサイクルセンターを中間処理施設である中沼雑がみ選別センターに改修し、雑がみの

選別を行っている。なお、運転業務は市が業者に委託している。 

収集された雑がみは、選別・圧縮・梱包され、再生紙や固形燃料（ＲＤＦ）の原料と

してリサイクルされている。 

また、当センターにおいては、手選別作業の一部を、知的障がい者の雇用を促進する

目的で、札幌市が福祉団体に委託している。 

   本事業は、札幌市からの受託事業として、同市が別途発注している関連業務の管理を

含めた当センターの施設運営に関する総括管理等の業務を行っている。 

   平成31年度は下記により実施する。 

 

■ 総括管理業務 

① 管理対象施設 

      中沼雑がみ選別センター 

② 処理計画 

      ・雑がみ受入量         10,140ｔ／年（30年度計画：10,730ｔ/年） 

      ・再生紙原料引き渡し量 

          雑がみ          8,080ｔ／年（30年度計画：9,210ｔ/年） 

主要古紙           350ｔ／年（30年度計画： 440ｔ/年） 

           計           8,430ｔ／年（30年度計画：9,650ｔ/年） 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑がみ受入量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

11,649t 11,439t 10,982t 11,357t 10,140t 92.3%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による

再生紙原料引き渡し量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

9,342t 9,375t 8,800t 9,172t 8,430t 95.8%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による
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（４）札幌市リサイクル団地管理事業 （予算額  23,542千円） 

札幌市リサイクル団地は、廃棄物の適正処理・リサイクルを総合的に推進するモデル

的な廃棄物の処理施設群である。団地の基盤整備については、札幌市が平成６年から平

成８年にかけて行い、処理施設の建設・運営は、民間処理事業者、第三セクター及び札

幌市の３事業主体が各々行っている。 

   団地内には、「リサイクル資料館」と福利厚生施設「ふれあいホール」があり、リサイ

クル資料館の１階では、団地内で操業する各施設の処理工程パネルやリサイクル品等が

展示され、２階は団地見学者への総合的な説明の場や、研修・会議等の会場として利用

されている。 

   本事業は、札幌市からの受託事業として、リサイクル団地参入企業間の連絡調整、共

用施設や団地内道路の維持管理等の業務を実施している。 

   平成31年度は下記により実施する。 

 

   ■ 業務内容 

    ① リサイクル団地の連絡調整・見学対応等業務 

    ② リサイクル資料館・ふれあいホール・井水ポンプ室の維持管理業務 

    ③ リサイクル団地内市道の点検、清掃、除排雪業務 

    ④ リサイクル団地雨水調整池等の整備業務 

    ⑤ リサイクル団地協議会の開催 

    ⑥ その他管理業務 
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３－４ 大型ごみ収集センター管理運営事業 （予算額 27,595千円） 

    札幌市は、平成９年度から開始した家庭から排出される「大型ごみ」の戸別収集へ

の変更及び有料化に伴い、市民からの収集依頼等の電話受付を大型ごみ収集センター

で行っている。 

本事業は、札幌市からの受託事業であり、同市が別途発注する受付業務受託者及び

収集業務受託者等の連絡調整の窓口となり、大型ごみ収集に係る受付から収集までの

一連の作業を円滑に行うための総括調整業務を実施している。 

    平成31年度は下記により実施する。 

 

   ■ 事業計画 

① 受付及び問合せ件数  435,300件/年（30年度計画：484,000件/年） 

② 収集件数       302,700件/年（30年度計画：294,800件/年） 

③ 収集個数       766,500個/年（30年度計画：746,300個/年） 

④ 収集量         10,900ｔ/年  (30年度計画： 10,200ｔ/年） 

 

  （参考） 
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28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

299,821件 310,025件 326,729件 312,192件 302,681件 92.6%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による

収集量

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

10,579t 10,882t 11,766t 11,076t 10,900t 92.6%

※31年度計画値の算出根拠：札幌市の計画による



 

 
 

４４４４    事業系ごみ収集運搬事業事業系ごみ収集運搬事業事業系ごみ収集運搬事業事業系ごみ収集運搬事業 （予算額 6,365,317千円） 

本事業は、札幌市内、約３万２千件の事業所から排出される年間約 17万トンの事業系ご

みの収集運搬を行っている。 

平成６年の事業開始以来､事業系ごみの減量・リサイクルを積極的に進めるため、焼却す

る「一般ごみ」の他に､紙くず・木くず・軟質プラスチックの「資源化ごみ」、「生ごみ」､

「びん・缶・ペットボトル」や「不燃ごみ」などリサイクルするごみの分別収集メニュー

を増やし､平成30年度の年間全収集量に占めるリサイクル率は約 19％となっている。 

平成31年度の体積ベースでの収集計画量は､前年度計画量の1.21％、12,850㎥の減少、

重量ベースでの搬入計画量は、前年度計画量の0.38％、650トンの減少を見込んでいる。 

また、平成31年度の事業運営に当たっては、収集量に見合った収集体制を構築するため、

引き続き収集運搬の効率化を進めるとともに、インターネットを活用した顧客サービスの

導入や公社職員、代行収集員の人材育成などに積極的に取り組んでいく。 

 

■ 事業計画 

① 収集対象事業所 

・伝票収集事業所      約 10,000事業所 

・プリペイド袋収集事業所  約 22,000事業所 

② 年間収集計画量 

ごみの種類 収集量(㎥) 搬入量(ｔ) 

一般ごみ  860,420  (871,550) 137,900  (138,540) 

資源化ごみ    97,220  (102,770) 7,810  (  8,220) 

生ごみ 49,950   ( 46,690)  22,800  ( 22,350) 

不燃用プリペイド 24,890   ( 24,330) 2,230  (  2,180) 

剪定枝 1,560   (  1,950) 120  (    150) 

びん・缶・ペットボトル    16,610   ( 16,210) 1,170 （ 1,240）               

合  計 

【前年度比】 

1,050,650 (1,063,500) 

【1.21％減】 

172,030  (172,680) 

【0.38％減】 

※ (  )内は平成 30 年度計画量 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

収集量（㎥）

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

1,038,963㎥ 1,054,537㎥ 1,060,320㎥ 1,051,273㎥ 1,050,650㎥ 99.1%

※31年度計画値の算出根拠：直近３年間の実績の増減率により算出

搬入量（ｔ）

28年度実績 29年度実績 30年度見込 直近３年平均 31年度計画 前年比

169,101t 171,482t 174,026t 171,536t 172,030t 98.9%

※31年度計画値の算出根拠：直近３年間の実績の増減率により算出
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■ 重点事業 

① 事業系ごみ収集運搬の効率化 

ⅰ）総収集回数の削減に向けた取組 

排出量に見合っていない過剰な収集回数が効率化の進まない大きな要因となってい 

るため、収集量と収集回数を整合させるなどにより総収集回数を削減していく。 

また、非効率な収集ルートについて、収集件数、取決事項、走行距離などの非効率

要因を調査・分析してルートの見直し等を進める。 

ⅱ）収集作業に支障のある顧客サービスの見直し 

収集時間の取決めや電話による当日収集の依頼受付については、一旦収集を終え

た地区へ再度戻らなければならないなど、効率的な収集に支障をきたすことから、

このような顧客サービスについては見直しを進める。 

 

② インターネットを活用した顧客サービスの導入  

平成 30 年4 月より、当公社のホームページからログイン方式で閲覧できるＷＥＢサ

ポート機能を導入し、顧客が自己の「年間収集実績」をいつでも閲覧できるようにした

が、新たなＷＥＢサポート機能として「プリペイド袋収集受付システム」を追加する。 

これによって、現在、電話やＦＡＸなどで受付をしているプリペイド袋収集の依頼を

24時間受付できる体制とし、顧客サービスの向上を図る。また、公社においても、電話

受注が減少するため、事務作業の改善が見込める。 

 

③ 公社職員及び代行収集員などの人材育成 

ⅰ）公社職員研修の充実 

公社には、日々600～1,000件もの電話による収集依頼や問い合わせがあるが、対応

に統一性を持たせ、また、より円滑かつ的確な対応ができるよう業務上必要な知識や

ノウハウなどのレベルアップを目指して、社内研修を定期的に実施する。 

ⅱ）代行収集員の研修等の充実 

「顧客に信頼される安全、確実な作業」に関する意識向上を図るため、代行各社に

おいて、交通事故や作業事故の撲滅に向けた社内研修を実施するほか、公社と代行が

一体となって、追従研修や合同研修などを実施する。 
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